
講道館柔道創始者・嘉納治五郎師範・生誕地 
第 22 回 KOBE 自他共栄 CUP －学生柔道大会－ 大会要項 

 

１．大 会 名  令和7 年度 第22 回KOBE 自他共栄CUP －学生柔道大会－ 

２．主     催  兵庫県学生柔道連盟、神戸柔道協会、神戸新聞社 

３．共    催  兵庫県、神戸市 

４．後     援  講道館、兵庫県柔道連盟、兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会、兵庫県スポーツ協会、神戸市スポーツ協会 

５．日     時  令和8 年3 月8 日（日） 午前10 時00 分(開会式)より 

６．会     場  神戸総合運動公園 グリーンアリーナ神戸（メインアリーナ）神戸市須磨区緑台 ㈹078-796-1155 

           アクセス：神戸市営地下鉄「総合運動公園」駅下車 

三宮より「西神中央」行きで約20 分、西神中央より「新神戸」又は「谷上」行きで約10 分 

７．競技規則 （１）参加資格 

① （社）全日本学生柔道連盟の法人正会員たる柔道部の在籍者であり、かつ（財）全日本柔道連盟に登録した者。 

② 主催者側が参加を認めた者。 

③ 兵庫県外の参加大学は、男子７人制（一部・二部）もしくは５人制のどちらかの一方、1 チームのみの参加とする。

なお、７人制二部は全国大会に過去５年間出場した大学は参加できない。 

また、女子３人制は県内外問わず各大学２チームまで参加することができる。 

④ 自他共栄賞の課題レポートを提出した大学に限る。 

詳しくは、「各大学の指導者へのお願い」という文書に記しましたが、「自他共栄賞の課題レポート」の提出を参加

条件とさせていただきます。趣旨をご了解のうえ、提出のほどよろしくお願い致します。  

（２）チーム編成 

① 団体戦（男子） 

• ７人制（一部・二部）（先鋒、次鋒は 73Kg以下）（５将、中堅は 90Kg以下） 

（３将、副将、大将は無差別） 

• ５人制（先鋒、次鋒は 66Kg以下）（中堅は 81Kg以下） 

（副将、大将は無差別） 

② 団体戦（女子） 

• ３人制（先鋒は 52Kg以下）（中堅は 63Kg以下）（大将は無差別） 

※ 男子・女子ともそれぞれの体重区分には下限を設けない。また、それぞれの体重区分内で自由にオーダーを組む

ことが出来る。ただし、登録した体重区分を超えてオーダーを組むことはできない。 

          （３）審判規定 

① 国際柔道連盟試合審判規定による。試合時間は４分とする。 

② 判定基準は、「有効」以上、または「反則負け」とする。 

③ 男女団体戦すべてにおいて、チーム間の勝敗の決定は、勝者の多い方を勝ちとする。また勝者同数の場合は内

容差で決定する。勝者、内容とも同一の場合は、引き分けた階級の中から１組を抽選し、代表戦を行い、勝敗を決

定する。なお引き分けの階級がない場合においては、両者反則負け等で勝敗が決していない階級の中から１組を

抽選し、勝敗を決する。 

・ 代表戦は 4分間とし、4分間で勝敗がつかない場合には、ゴールデンスコアにより勝敗を決する。また、 両者

反則負け等で勝敗がつかない場合には、再度他の代表選手を選出し、代表戦を行う。 

④ 柔道衣： 本大会で着用する柔道衣は、（公財）全日本柔道連盟の柔道衣規定に合格した柔道衣（上衣、下穿、帯）

とする。また、本大会は「白柔道衣」を採用する。 

⑤ ゼッケン： 出場選手は所定のゼッケンを柔道衣につけること。 

※ ゼッケンのついていない選手の出場は認められない。 ※ 企業ロゴは認めない。 

８．抽 選 日   令和8 年1 月28 日（木）16 時から、オンラインにて開催 

９．大会参加費   兵庫県内外参加大学：1 大学につき 1万円 

10．傷害保険   この試合における負傷については大会出場選手に対し、傷害保険に加入するとともに応急処置を施すが、それ以

上の責任は負わない。参加大学は、傷害保険料（１人200円）を大会参加費と別に支払うこと。 

11．計量時 間   予備計量 午前8：20～8：50  本計量 午前8：50～9：20（予定） 

12．自他共栄賞   参加大学に「自他共栄」に関する記述書類を提出して頂き、選考委員会により受賞者を決定する（別紙参照のこと）。 

13．監督会議    時間は 9 時30 分、場所は多目的ホールとする。 

14．申 し込み   締め切り 令和8 年1 月23 日（金） 

  申し込み先    Ｅメールのみの申込となります。 

大会申込および申込データの請求につきましては、以下のＥメールアドレスにご連絡ください。  

E メール :  kaya@hyo-med.ac.jp  担当：兵庫医科大学 賀屋光晴 

15．そ の 他   別途に示す感染防止対策に従い、各自十分に感染予防対策を実施すること。 


